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「
官
民
人
材
交
流
セ
ン
タ
ー
」
（
新
人
材
バ
ン
ク
）
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

こ
れ
ま
で
総
務
省
に
置
か
れ
て
い
た
「
人
材
バ
ン
ク
」
の
実
績
如
何
。
バ
ン
ク
へ
の
登
録
数
と
再
就
職
の
実
績
（
年
度
毎

の
数
と
職
種
）
を
示
さ
れ
た
い
。

二

な
ぜ
、
こ
れ
ま
で
の
「
人
材
バ
ン
ク
」
が
機
能
し
て
こ
な
か
っ
た
と
認
識
し
て
い
る
か
。

三

な
ぜ
、
各
府
省
が
職
員
ま
た
は
職
員
で
あ
っ
た
者
に
つ
い
て
再
就
職
斡
旋
を
行
う
こ
と
を
禁
止
す
る
だ
け
で
な
く
、
新
た

に
内
閣
府
に
「
官
民
人
材
交
流
セ
ン
タ
ー
」
（
新
人
材
バ
ン
ク
）
を
設
け
る
必
要
が
あ
る
の
か
。
新
人
材
バ
ン
ク
を
設
け
な

い
と
何
が
問
題
な
の
か
。

四

新
人
材
バ
ン
ク
は
、
斡
旋
し
た
人
材
が
、
そ
の
再
就
職
先
か
ら
、
さ
ら
に
転
職
、
再
々
就
職
す
る
場
合
（
い
わ
ゆ
る
「
渡

り
」
）
も
、
そ
の
支
援
ま
た
は
斡
旋
を
行
う
の
か
。
そ
れ
と
も
、
府
省
か
ら
の
一
次
的
な
再
就
職
に
限
定
す
る
の
か
。

五

政
府
・
与
党
が
合
意
し
た
「
公
務
員
制
度
改
革
の
基
本
方
針
」
で
は
、
新
人
材
バ
ン
ク
の
職
員
は
「
出
身
府
省
職
員
の
再

就
職
斡
旋
を
行
わ
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
趣
旨
如
何
。

六

新
人
材
バ
ン
ク
の
職
員
は
、
直
接
的
に
は
出
身
府
省
職
員
の
再
就
職
斡
旋
を
行
わ
な
い
に
し
て
も
、
新
人
材
バ
ン
ク
、
す

な
わ
ち
同
一
職
場
内
に
い
る
各
府
省
の
職
員
同
士
が
情
報
交
換
し
、
形
式
的
に
は
他
府
省
職
員
の
名
義
で
、
実
際
上
は
当
該

一



府
省
職
員
の
斡
旋
を
行
う
よ
う
な
事
態
を
ど
う
防
い
で
い
く
の
か
（
「
フ
ァ
イ
ア
ウ
ォ
ー
ル
」
の
設
定
）
。

七

新
人
材
バ
ン
ク
へ
の
各
府
省
の
関
与
は
、
「
公
務
員
制
度
改
革
の
基
本
方
針
」
に
あ
る
「
斡
旋
対
象
職
員
に
関
す
る
必
要

な
キ
ャ
リ
ア
及
び
人
的
情
報
把
握
」
に
限
ら
れ
る
と
理
解
し
て
よ
い
か
。

右
質
問
す
る
。

二


